
第５回(仮称)三田西認定こども園運営方針等検討委員会 

日時：令和５年６月１５日(木)19:00～ 

会場：藍市民センター 2 階 多目的室 

 

 

１ 開会 

２ 副会長の選任について 

３ 協議・報告事項 

(1)  認定こども園の名称について(協議) 

(2) (仮称)三田西認定こども園駐車場等について（報告） 

(3) 認定こども園 1 日の過ごし方(イメージ)について(報告) 

(4) 通園バス運行の考え方について(報告) 

(5) 検討委員会のスケジュール(予定)について(報告) 

(6) その他  

４ 次回の日程等について 

・第６回委員会 ８月頃で調整   

５ 閉会            

 

  

事務局：子ども・未来部 子育て応援室 幼児教育振興課  
電話：５５９－５２３２ FAX：563－3611 
e-mail：youjikyo@city.sanda.lg.jp 
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(仮称）三田西認定こども園運営方針等検討委員会　委員名簿

園名 氏名 選出区分 備考

　広野幼稚園 　吉田　孝 地域の代表者 　

　日浦　茜 保護者の代表者 令和5年4月から

　藪内　美穂 園長が必要と認める者 　

　廣瀬　みちか 園の教職員 　

　本庄幼稚園 　山田　啓郎 地域の代表者 会長

　奥本　達哉 保護者の代表者 　

　中村　永治 園長が必要と認める者 　

　関灘　綾 園の教職員 　

　藍幼稚園 　森本　さくら 地域の代表者 　

　下良　志帆 保護者の代表者 　

　一　里美 園長が必要と認める者 　

　古林　奈美 園の教職員 　

(仮称）三田東認定こども園運営方針等検討委員会　委員名簿

園名 氏名 選出区分 備考

　志手原幼稚園 　小坂　悦朗 地域の代表者 　

　小杉　有美 保護者の代表者 副会長

　杓谷　公江 園長が必要と認める者

　森鼻　明子 園の教職員 令和5年4月から

　小野幼稚園 　西上　俊彦 地域の代表者 　

　尾山　真由美 保護者の代表者 　

　馬場　俊彦 園長が必要と認める者 　

　吉川　恵子 園の教職員 令和5年4月から

　母子幼稚園 　塚本　哲也 地域の代表者 　

（令和5年度休園） 　杉本　孝行 保護者の代表者 　

　渡邊　秀仙 園長が必要と認める者 会長

　 　 　

　高平幼稚園 　西　克宏 地域の代表者 　

　牲川　慶 保護者の代表者

　西　るみ 園長が必要と認める者 　

　丸山　知里 園の教職員 令和5年4月から

事務局

 子ども・未来部 　西垣戸　泰 部長 　

 子育て応援室 　横溝　裕香子 室長 令和5年4月から

 幼児教育振興課 　藤田　崇宏 課長

〃 　久後　紀子 参事 　

〃 　増田　剛之 副課長 　

〃 　亀島　まゆみ 副課長 令和5年4月から

〃 　川﨑　望 主任 令和5年5月から

〃 　坪倉　万里 　

〃 　岩元　郁子 　 　

〃 　管　　恵子 　 令和5年5月から
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協議事項(１) 認定こども園の名称について 

 

第 3 回検討委員会にてご報告したとおり、下記１の園児交流の機会に各認定こども園の正

式名称の 5 案について、園児の皆さんの意見を聴きました。その概要について下記３のとお

りご報告いたします。 

園児の皆さんの意見を踏まえて、検討委員会としての認定こども園の正式名称についてご

協議をお願いします。 

ご協議をいただいた結果等を踏まえて、認定こども園に関する条例の検討を行います。 

 

１ 園児の皆さんの意見を聴いた日 

 （1） 広野・本庄・藍各幼稚園の園児の皆さん 

   5 月 17 日（水） 於：広野幼稚園 

 （２） 小野・高平・志手原各幼稚園の園児の皆さん 

   ６月 1 日（木） 於：高平幼稚園 

２ 園児への意見の聴き取りの方法 

以下の流れで幼稚園教諭により進行 

（1）認定こども園の名称案について園児の皆さんに意見を聴くことの説明 

（２）ボードに園名を示し、イラスト・写真などにより１案ずつ説明 

(3)グループや隣の園児と話し合い、思い思いの意見や感じたことを伝え合う。 

３ 園児の皆さんの意見の概要 

 (1) （仮称）三田西認定こども園 ※特に意見が多かったもの 

園名称候補 園児の皆さんの意見 

ア みつば クローバー よつば 見たことある 

イ さくら きれい さくらすき めちゃさくらすき ※ 

ウ なかよし みんな仲よくする 優しい気持ち 楽しい気持ち ※ 

エ あおい 特になし 

オ さくらなみき 特になし 

 (２) （仮称）三田東認定こども園 ※特に意見が多かったもの 

園名称候補 園児の皆さんの意見 

ア よつば 見つけたことある 見つけたら幸せになる ※ 

イ ありまふじ 有馬富士公園行ったことある オニ公園もある ※ 

ウ わかば 水をあげたらお花が咲いて、全部咲いたらうれしい 

エ つばさ 羽根 宇宙まで飛んでいけそう 

オ くじらやま 見たことある 登ったらすごい景色が見えたらいいな 
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報告事項(２)  

（仮称）三田西認定こども園の駐車場等について 

 

（仮称）三田西認定こども園の駐車場については、登降園時の園児の皆さ

んの安全を確保する等の観点から、次のとおりとします。 

 

１ 保護者の駐車場 

保護者の皆さんがお子さんを送迎する際は、原則として広野小学校の駐車

場（別図①）をご利用いただきます。駐車場から園までのお子さんの登降園は、

従来どおり保護者の引率をお願いします。 

２ 園敷地内の駐車場 

認定こども園の敷地にある駐車場（別図②）は、通園バス（２台）及び緊急時

に使用する園職員の自家用車のための駐車場とします。ただし、お子さんの発

熱時等の保護者等のお迎えの際には、敷地内の駐車場に駐車いただいても

結構です。 

３ 通園バス利用園児の乗降場所について 

通園バスの園児の乗降は、園の玄関前（別図③）に通園バスを駐車して乗

降していただきます。 
 
 
以上の内容について、意見交換ください。 
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認定こども園での子どもたちの１日の過ごし方（イメージ） 

   

認定こども園の開園時間が午前７時から午後７時(土曜日は午後６時)までとなった場合

の幼稚園として利用するお子さん（1 号認定子ども）、保育所として利用するお子さん（2 号

認定子ども(短時間・標準時間)）の認定こども園での１日の過ごし方のイメージを別紙にお

示しします。 

また、現在の幼稚園に比べると、園で過ごす時間が長くなるお子さんも増えることから、

次に掲げる項目に配慮・留意しながら保育を実施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告事項(３) 

〈長時間保育の子どもへの配慮・留意事項〉      

・体力面を考慮し、３歳児の２号認定子どもは昼食後、午睡時間を設けます。 

※その他の子どもは、家庭と連携し、生活のリズムに応じて対応します。 

・平日においては、教育時間終了後、多くの子どもが降園することから、長時間

保育の子どもの心情に配慮するとともにスムーズな生活の流れを意識し、柔軟に

部屋の移動を行います。  

・興味を持った遊びが十分楽しめるよう年齢に応じた遊具等を整えたり、季節感

を味わえる活動を取り入れたりするなど、保育内容の工夫を図るとともに、落ち

着いた雰囲気で、ゆったりと過ごせるスペースを整えるなど環境を整えます。 

・保育者は、個々に応じた家庭的な温かい関わりを心がけるとともに、家庭との

連携を大切にします。 
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報告事項(４) (西地域) 

 

通園バス運行の考え方について 

 これまでの検討委員会では、通園バスについて、次のようなご意見等をいただいています。 

 

 

 

 

 いただいたこれらのご意見に対する、現在の考え方について、次のとおりご報告いたします。 

１ ご意見に対する考え方を整理するに当たっての視点等 

 （１） 通園バスは、再編計画の実施により、現在の手段等により市立幼稚園に通園できなく

なることへの代替として運行するものです。したがって、この通園バスは、再編計画によ

り閉園する幼稚園の園区にお住まいの方で、認定こども園を「幼稚園」として利用する

お子さん（１号認定）が利用できるようにすることを優先して考える必要があります。 

 (2) 園児の安全の確保と負担の最小化を最優先に考える必要があります。 

 (3) 「基本ルート」をベースにした具体的な運行経路の設定においては、保護者の皆さん

の利便性を向上することと乗車時間を短縮することは両立することが難しい関係にある

ことから、乗車時間を短縮するには保護者の皆さんのご協力が必要です。 

２ いただいたご意見に対する現在の考え方について 

 （１） 園児、保護者の皆さんが安心して通園バスをご利用いただけるよう体制づくりをする

必要があります。園職員が添乗すること（上記④）も、安心を確保するに当たっては有効

な方法と考えており、職員体制を確保できるかなどについて、現在検証を行っています。

その検証結果等については、次回の検討委員会でご報告させていただく予定です。 

 （２） １(1)の通園バスの趣旨からすると、再編計画により閉園する園区内にお住いの 1 号

認定のお子さんのバス利用を優先することが原則ですが、現在路線バスを利用して通

園している広野幼稚園区の園児の皆さん（上記②）は、市が通園助成を行っている観点

から、通園バスをご利用いただけるよう検討しています。 

 （３） 通園バス運行の安全を確保する観点から、バスは、主要道路を走行することが望ま

しいと考えています。したがって、基本ルートは主要道路上に設定することとし、利用者が

決定してからの具体的なルートや停車場所の設定に当たっても、通園バスを利用する保

護者の皆さんのご協力をいただきながら、２台のバスを有効に活用することで、可能な限

り子どもたちの負担軽減に取り組みたいと考えています（上記①、③）。 

①市が示した「基本的な考え方」では、乗車時間の目安を「最長５０分以内」としているが、乗車する

園児の負担を考えると、乗車時間はできるだけ短時間となるようにするべき。 

②現在路線バスを利用している園児は、通園バスを利用できないか。 

③市が示した基本ルート以外に乗降ポイントを設定できないか。 

④通園バスの添乗員として園職員が乗車できないか。 
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報告事項(５) 検討委員会のスケジュール(予定)について(西) 

 

【８月頃開催内容】 

(1) 認定こども園の募集内容について(報告) 

(2) 認定こども園の基本的な運営方針について(報告) 

(3) 通園バスの基本ルート(募集内容)について(報告) 

(4) 他市認定こども園等の保護者会などの状況について(報告) 

 

【１０月頃開催内容】 

(1) 令和 6 年度予算に関することについて(報告) 

(2) 園児募集状況について(報告) 

 

【１月頃開催内容】 

(1) 内覧会の開催について(報告) 

(2) 保育システムの概要について(報告) 

(3) 通園バスの安全対策等について（報告） 

(4) 給食について(報告) 

(5) 跡地活用の考え方について(報告) 

(6) 閉園式の開催について(報告) 
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令和５年度三田市立幼稚園区内就学前施設在籍状況（R５年4月現在）
（単位：人）

0歳児 1歳児
3号 3号 1号 2･3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2・3号

認定こども園 1 5 0 3 4 4 3 4 7 6 14 23
小規模保育 0 0 - 1 - - - - - - - 1

保育所 1 11 - 14 - 6 - 11 - 7 - 50
市立幼稚園 - - - - 2 - 7 - 9 - 18 -

合　計 2 16 0 18 6 10 10 15 16 13 32 74
園区内人口 11 26

認定こども園 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 6
小規模保育 0 0 - 0 - - - - - - - 0

保育所 1 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 12
市立幼稚園 - - - - 0 - 2 - 1 - 3 -

合　計 1 2 0 3 1 3 2 3 1 6 4 18
園区内人口 4 6

認定こども園 0 2 0 0 2 3 0 1 1 2 3 8
小規模保育 0 0 - 0 - - - - - - - 0

保育所 0 1 - 1 - 2 - 4 - 0 - 8
市立幼稚園 - - - - 1 - 3 - 1 - 5 -

合　計 0 3 0 1 3 5 3 5 2 2 8 16
園区内人口 2 8

認定こども園 1 8 0 4 7 7 3 6 8 11 18 37
小規模保育 0 0 - 1 - - - - - - - 1

保育所 2 13 - 17 - 11 - 17 - 10 - 70
市立幼稚園 - - - - 3 - 12 - 11 - 26 -

合　計 3 21 0 22 10 18 15 23 19 21 44 108
園区内人口 17 40

0歳児 1歳児
3号 3号 1号 2･3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2・3号

認定こども園 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 2 4
小規模保育 0 1 - 0 - - - - - - - 1

保育所 0 2 - 1 - 2 - 0 - 2 - 7
市立幼稚園 - - - - 0 - 6 - 5 - 11 -

合　計 0 3 0 3 0 4 7 0 6 2 13 12
園区内人口 7 6

認定こども園 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 5
小規模保育 0 0 - 0 - - - - - - - 0

保育所 1 3 - 2 - 4 - 1 - 3 - 14
市立幼稚園 - - - - 0 - 0 - 5 - 5 -

合　計 1 4 0 3 0 5 0 2 6 4 6 19
園区内人口 3 6

認定こども園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小規模保育 0 0 - 0 - - - - - - - 0

保育所 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
市立幼稚園 - - - - 0 - 0 - 0 - 0 -

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園区内人口 0 0

認定こども園 0 0 0 0 3 1 1 3 2 0 6 4
小規模保育 0 0 - 2 - - - - - - - 2

保育所 1 1 - 1 - 3 - 1 - 3 - 10
市立幼稚園 - - - - 1 - 5 - 4 - 10 -

合　計 1 1 0 3 4 4 6 4 6 3 16 16
園区内人口 8 8

認定こども園 0 1 0 3 3 4 2 4 4 1 9 13
小規模保育 0 1 - 2 - - - - - - - 3

保育所 2 6 - 4 - 9 - 2 - 8 - 31
市立幼稚園 - - - - 1 - 11 - 14 - 26 -

合　計 2 8 0 9 4 13 13 6 18 9 35 47
園区内人口 18 20

合計

16 28 21 27 130

高平

4 15 11 9 55

母子

0 0 0 0 0

小野

5 7 2 10 33

合計

志手原

7 6 8 8 42

園区 種別
2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

合計

38 37 40 46 218

藍

7 10 9 5 41

本庄

5 6 5 8 34

合計

広野

26 21 26 33 143

園区 種別
2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
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0歳児 1歳児
3号 3号 1号 2･3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2・3号

認定こども園 3 4 0 11 24 21 20 22 19 22 63 83
小規模保育 1 6 - 8 - - - - - - - 15

保育所 7 25 - 38 - 31 - 32 - 29 - 162
市立幼稚園 - - - - 18 - 14 - 21 - 53 ‐

合　計 11 35 0 57 42 52 34 54 40 51 116 260
園区内人口 83 88

0歳児 1歳児
3号 3号 1号 2･3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2・3号

認定こども園 0 2 0 6 8 15 9 12 12 11 29 46
小規模保育 2 4 - 3 - - - - - - - 9

保育所 7 22 - 16 - 26 - 15 - 19 - 105
市立幼稚園 - - - - 13 - 16 - 14 - 43 -

合　計 9 28 0 25 21 41 25 27 26 30 72 160
園区内人口 65 63

0歳児 1歳児
3号 3号 1号 2･3号 1号 2号 1号 2号 1号 2号 1号 2・3号

認定こども園 0 1 0 2 4 5 8 1 1 6 13 15
小規模保育 0 1 - 1 - - - - - - - 2

保育所 1 1 - 5 - 6 - 5 - 5 - 23
市立幼稚園 - - - - 3 - 2 - 6 - 11 -

合　計 1 3 0 8 7 11 10 6 7 11 24 40
園区内人口 14 15

合計

松が丘

17 18 18 18 100

園区 種別
2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

合計

三輪

52 69 58 58 365

園区 種別
2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

三田

101 99 93 96 560

園区 種別
2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
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